
告

示

福
島
県
告
示
第
百
三
十
号

水
域
類
型
の
指
定
及
び
基
準
値
の
達
成
期
間
を
定
め
る
件(

昭
和
五
十
三
年
福
島
県
告
示
第
四
百
五

十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
年
二
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

本
文
中｢

環
境
基
準
に
係
る
水
域
及
び
地
域
の
指
定
権
限
の
委
任
に
関
す
る
政
令(

昭
和
四
十
六
年

政
令
第
百
五
十
九
号)

本
則
第
一
項｣

を｢

環
境
基
本
法(

平
成
五
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
十
六
条

第
二
項｣

に
改
め
る
。

｢
｢

小
泉
川
水
系

小
泉
川(

小
泉
橋
よ
り
下
流)

河
川

Ｃ

小
泉
川
水

別
表
中

小
高
川
水
系

小
高
川(

大
江
橋
よ
り
上
流)

河
川

Ａ

を

小
高
川
水

小
高
川
水
系

小
高
川(

大
江
橋
よ
り
下
流)

河
川

Ｂ

小
高
川
水

｣

系

小
泉
川(

小
泉
橋
よ
り
下
流)

河
川

Ｂ

｢

系

小
高
川(

善
丁
橋
よ
り
上
流)

河
川

Ａ

に
、

阿
賀
野
川
水
系

沼
沢
沼

系

小
高
川(

善
丁
橋
よ
り
下
流)

河
川

Ａ

｣
｢を

阿
賀
野
川
水
系

沼
沢
湖

に
改
め
る
。

｣
｣

(

環
境
保
全
領
域
水
環
境
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
百
三
十
一
号

水
質
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
の
水
域
類
型
を
指
定
し
、
及
び
当
該
水
域
に
係
る
基
準
値
の
達
成
期
間

及
び
暫
定
目
標
を
定
め
る
件(

平
成
十
八
年
福
島
県
告
示
第
二
百
七
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

平
成
二
十
年
二
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

表
中｢

─
真
野
川
水
系

真
野
川(

桜
田
橋
よ
り
下
流)

─
河
川
Ｂ
─｣

を｢

─
真
野
川
水
系

真

野
川(

桜
田
橋
よ
り
下
流)

─
河
川
Ａ
─｣

に
改
め
る
。

(

環
境
保
全
領
域
水
環
境
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
百
三
十
二
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令(

昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号)

第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
病
院
を
平
成
二
十
年
二
月
一
日
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

平
成
二
十
年
二
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名
称

所
在
地

認
定
有
効
期
限

綜
合
病
院
福
島
赤
十
字
病
院

福
島
市
入
江
町
一
一
│
三
一

平
成
二
三
年
一
月
三
一
日

財
団
法
人
大
原
綜
合
病
院

同

市
大
町
六
│
一
一

同

医
療
生
協
わ
た
り
病
院

同

市
渡
利
字
中
江
町
三
四

同

公
立
藤
田
総
合
病
院

伊
達
郡
国
見
町
大
字
塚
野
目
字
三

同
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

告

示

○
水
域
類
型
の
指
定
及
び
基
準
値
の
達
成

期
間
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る

件

九
九

○
水
質
汚
濁
に
係
る
環
境
基
準
の
水
域
類

型
を
指
定
し
、
及
び
当
該
水
域
に
係
る

基
準
値
の
達
成
期
間
及
び
暫
定
目
標
を

定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

九
九

○
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
に
よ
り
救

急
病
院
を
認
定
し
た
件

九
九

○
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ

る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件

一
〇
〇

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
九
件

一
〇
〇

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件
七
件

一
〇
三

○
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
と
し

て
指
定
し
た
件

一
〇
四

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特

別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件

一
〇
五

○
福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と

し
て
指
定
し
た
件
三
件

一
〇
六

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
件

一
〇
七

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更

の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件

一
〇
七

○
障
害
者
自
立
支
援
法
に
よ
る
指
定
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所
の

所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た

件

一
〇
七

○
障
害
者
自
立
支
援
法
に
よ
る
指
定
自
立

支
援
医
療
機
関
が
指
定
を
辞
退
し
た
件

一
〇
七



路
線
名

一
般
国
道

四
〇
一
号

路
線
名

区

間

大
沼
郡
会
津
美
里
町
松
坂

字
博
士
沢
丁
六
二
五
番
一

地
先
か
ら

同

郡
同

町
松
坂

字
博
士
沢
丁
六
二
五
番
一

地
先
ま
で

区

間

変
更
前
変

更
後
の
別

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

二
〇
・
〇
〜

一
七
五
・
〇

一
二
・
〇
〜

三
〇
・
〇

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

三
一
・
〇

三
一
・
〇

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

本
木
一
四

医
療
法
人
慈
久
会
谷
病
院

本
宮
市
本
宮
字
南
町
裡
一
四
九

同

寿
泉
堂
綜
合
病
院

郡
山
市
駅
前
一
│
八
│
一
六

同

財
団
法
人
星
総
合
病
院

同

市
大
町
二
│
一
│
一
六

同

医
療
法
人
保
科
病
院

同

市
細
沼
町
一
二
│
二

同

財
団
法
人
脳
神
経
疾
患
研
究
所

同

市
八
山
田
七
│
一
一
五

同

附
属
総
合
南
東
北
病
院

医
療
法
人
明
信
会
今
泉
西
病
院

同

市
朝
日
二
│
一
八
│
八

同

財
団
法
人
太
田
綜
合
病
院
附
属

同

市
熱
海
町
熱
海
五
│
二
四
〇

同

太
田
熱
海
病
院

公
立
岩
瀬
病
院

須
賀
川
市
北
町
二
〇

同

福
島
県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連

白
河
市
横
町
一
一
四

同

合
会
白
河
厚
生
総
合
病
院

田
口
病
院

同

市
郭
内
一
一

同

財
団
法
人
会
田
病
院

西
白
河
郡
矢
吹
町
本
町
二
一
六

同

福
島
県
立
会
津
総
合
病
院

会
津
若
松
市
城
前
一
〇
│
七
五

同

財
団
法
人
温
知
会
会
津
中
央
病

同

市
鶴
賀
町
一
│
一

同

院財
団
法
人
竹
田
綜
合
病
院

同

市
山
鹿
町
三
│
二
七

同

医
療
法
人
昨
雲
会
飯
塚
病
院
附

喜
多
方
市
松
山
町
村
松
字
北
原
三

同

属
有
隣
病
院

六
四
三
│
一

福
島
県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連

河
沼
郡
会
津
坂
下
町
字
逆
水
一
八

同

合
会
坂
下
厚
生
総
合
病
院

五
六

公
立
相
馬
総
合
病
院

相
馬
市
新
沼
字
坪
ケ
迫
一
四
二

同

医
療
法
人
相
雲
会
小
野
田
病
院

南
相
馬
市
原
町
区
旭
町
三
│
二
一

同

福
島
県
厚
生
農
業
協
同
組
合
連

双
葉
郡
双
葉
町
大
字
新
山
字
久
保

合
会
双
葉
厚
生
病
院

前
一
〇
〇

松
村
総
合
病
院

い
わ
き
市
平
字
小
太
郎
町
一
│
一

同

竹
林
病
院

同

市
平
字
堂
根
町
二
│
三

同

い
わ
き
市
立
総
合
磐
城
共
立
病

同

市
内
郷
御
厩
町
久
世
原
一

同

院

六

い
わ
き
市
立
常
磐
病
院

同

市
常
磐
上
湯
長
谷
町
上
ノ

同

台
五
七

呉
羽
総
合
病
院

同

市
錦
町
落
合
一
│
一

同

(

健
康
衛
生
領
域
医
療
看
護
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
百
三
十
三
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
保

安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
二
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

相
馬
市
山
上
字
縄
谷
一
五
三
の
二
二
、
一
五
三
の
二
三

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

(

森
林
林
業
領
域
治
山
対
策
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
百
三
十
四
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
領
域
道
路
企
画

グ
ル
ー
プ
及
び
福
島
県
会
津
若
松
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
二
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
領
域
道
路
企
画
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
百
三
十
五
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
領
域
道
路
企
画

グ
ル
ー
プ
及
び
福
島
県
会
津
若
松
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
二
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平
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県
道
上
郷

下
野
尻
線

路
線
名

県
道
大
内

会
津
高
田

線 路
線
名

耶
麻
郡
西
会
津
町
新
郷
大

字
笹
川
字
高
橋
二
二
二
四

番
地
先
か
ら

同

郡
同

町
新
郷
大

字
笹
川
字
高
橋
二
二
一
五

番
二
地
先
ま
で

同

郡
同

町
新
郷
大

字
笹
川
字
高
橋
二
二
一
二

番
一
地
先
か
ら

耶
麻
郡
西
会
津
町
新
郷
大

字
笹
川
字
高
橋
二
二
二
四

番
地
先
か
ら

同

郡
同

町
新
郷
大

字
笹
川
字
高
橋
二
二
一
五

番
二
地
先
ま
で

同

郡
同

町
新
郷
大

字
笹
川
字
高
橋
二
二
一
二

番
一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
新
郷
大

字
笹
川
字
高
橋
二
一
八
五

番
地
先
ま
で

区

間

大
沼
郡
会
津
美
里
町
富
川

字
上
中
川
二
八
四
番
一
地

先
か
ら

同

郡
同

町
富
川

字
中
川
原
二
〇
六
番
地
先

ま
で 区

間

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

六
・
〇
〜

六
五
・
〇

五
・
〇
〜

四
・
〇
〜

一
〇
・
〇

五
・
〇
〜

六
・
五

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

五
・
八
〜

二
五
・
〇

五
・
八
〜

二
五
・
〇

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

二
九
〇
・
〇

二
〇
〇
・
〇

一
五
〇
・
〇

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

二
一
七
・
〇

二
一
七
・
〇

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

県
道
喜
多

路
線
名

県
道
新
郷

荻
野
停
車

場
線

路
線
名

下
野
尻
線

喜
多
方
市
山
都
町
舘
ノ
原

字
上
ノ
原
五
二
四
五
番
一

地
先
か
ら

区

間

喜
多
方
市
高
郷
町
揚
津
字

狸
森
九
番
三
地
先
か
ら

同

市
高
郷
町
揚
津
字

狸
森
五
番
地
先
ま
で

区

間

耶
麻
郡
西
会
津
町
新
郷
大

字
笹
川
字
高
橋
二
二
二
四

番
地
先
か
ら

同

郡
同

町
新
郷
大

字
笹
川
字
高
橋
二
二
一
五

番
二
地
先
ま
で

同

郡
同

町
新
郷
大

字
笹
川
字
高
橋
二
二
一
二

番
一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
新
郷
大

字
笹
川
字
高
橋
二
一
八
五

番
地
先
ま
で

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

変
更
後

七
・
二

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

一
八
・
四
〜

六
八
・
〇

五
・
〇
〜

二
二
・
〇

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

六
・
〇
〜

六
五
・
〇

五
・
〇
〜

四
〇
・
〇

五
・
三

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

三
五
〇
・
〇

二
八
二
・
五

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

二
九
〇
・
〇

一
九
七
・
〇

(

道
路
領
域
道
路
企
画
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
百
三
十
六
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
領
域
道
路
企
画

グ
ル
ー
プ
及
び
福
島
県
喜
多
方
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
二
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
領
域
道
路
企
画
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
百
三
十
七
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
領
域
道
路
企
画

グ
ル
ー
プ
及
び
福
島
県
喜
多
方
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
二
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
領
域
道
路
企
画
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
百
三
十
八
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
領
域
道
路
企
画

グ
ル
ー
プ
及
び
福
島
県
喜
多
方
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
二
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平
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路
線
名

県
道
壺
楊

本
町
線

路
線
名

県
道
喜
多

方
西
会
津

線 路
線
名

区

間

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
八

幡
字
川
久
保
三
一
五
八
番

地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
西

舘
字
下
屋
敷
二
五
七
番
地

先
ま
で

区

間

喜
多
方
市
山
都
町
舘
ノ
原

字
上
ノ
原
五
二
四
五
番
一

地
先
か
ら

同

市
山
都
町
舘
ノ
原

字
上
ノ
原
五
二
四
五
番
一

地
先
ま
で

区

間

変
更
前
変

更
後
の
別

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

一
〇
・
二
〜

二
五
・
五

七
・
五
〜

二
〇
・
三

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

一
一
・
四
〜

一
一
・
六

七
・
二

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

二
九
五
・
〇

二
九
五
・
〇

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

五
・
三

五
・
三

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

一
般
国
道

二
八
九
号

路
線
名

県
道
猪
苗

代
塩
川
線

路
線
名

南
会
津
郡
下
郷
町
大
字
大

松
川
字
塚
ノ
前
乙
五
九
六

番
三
地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
南

倉
沢
字
猪
番
場
平
八
四
〇

番
二
一
地
先
ま
で

区

間

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
大
字
長

田
字
手
洗
川
西
三
八
三
六

番
二
〇
地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
三

ツ
和
字
長
老
山
三
四
八
七

番
一
地
先
ま
で

区

間

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

Ａ

六
・
〇
〜

四
七
・
〇

Ｂ

一
一
・
〇
〜

一
六
五
・
〇

Ａ

六
・
〇
〜

四
七
・
〇

Ｂ

一
一
・
〇
〜

一
六
五
・
〇

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

Ａ

八
・
〇
〜

二
〇
・
〇

Ｂ

一
五
・
〇
〜

一
〇
〇
・
〇

Ａ

八
・
〇
〜

二
〇
・
〇

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

六
、
〇
九
八
・
四

六
、
二
〇
九
・
五

六
、
〇
九
八
・
四

六
、
二
〇
九
・
五

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

一
、
一
三
〇
・
〇

一
、
〇
七
二
・
五

一
、
一
三
〇
・
〇

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

(

道
路
領
域
道
路
企
画
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
百
三
十
九
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
領
域
道
路
企
画

グ
ル
ー
プ
及
び
福
島
県
喜
多
方
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
二
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平
(

道
路
領
域
道
路
企
画
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
百
四
十
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
領
域
道
路
企
画

グ
ル
ー
プ
及
び
福
島
県
喜
多
方
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
二
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
領
域
道
路
企
画
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
百
四
十
一
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
領
域
道
路

企
画
グ
ル
ー
プ
及
び
福
島
県
南
会
津
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
二
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
領
域
道
路
企
画
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
百
四
十
二
号
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県
道
旅
人

勿
来
線

路
線
名

い
わ
き
市
田
人
町
旅
人
字

松
葉
八
二
番
一
地
先
か
ら

同

市
田
人
町
旅
人
字

松
葉
七
七
番
地
先
ま
で

同

市
田
人
町
旅
人
字

松
葉
七
一
番
二
地
先
か
ら

同

市
田
人
町
旅
人
字

松
葉
七
〇
番
一
地
先
ま
で

同

市
田
人
町
旅
人
字

松
葉
六
三
番
一
地
先
か
ら

同

市
田
人
町
旅
人
字

松
葉
四
三
番
地
先
ま
で

い
わ
き
市
田
人
町
旅
人
字

松
葉
八
二
番
一
地
先
か
ら

同

市
田
人
町
旅
人
字

松
葉
七
七
番
地
先
ま
で

同

市
田
人
町
旅
人
字

松
葉
七
一
番
二
地
先
か
ら

同

市
田
人
町
旅
人
字

松
葉
七
〇
番
一
地
先
ま
で

同

市
田
人
町
旅
人
字

松
葉
六
三
番
一
地
先
か
ら

同

市
田
人
町
旅
人
字

松
葉
四
三
番
地
先
ま
で

区

間

変
更
後

変
更
前

変
更
前
変

更
後
の
別

六
・
〇
〜

一
八
・
四

八
・
四
〜

一
六
・
〇

一
三
・
〇
〜

二
九
・
〇

五
・
八
〜

一
〇
・
四

六
・
〇
〜

九
・
〇

六
・
四
〜

一
九
・
〇

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

四
〇
・
〇

六
〇
・
〇

三
〇
〇
・
二

四
〇
・
〇

六
〇
・
〇

三
〇
〇
・
二

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

県
道
大
内
会
津
高
田

線
路

線

名

県
道
郡
山
大
越
線

路

線

名

県
道
飯
坂
保
原
線

路

線

名

大
沼
郡
会
津
美
里
町
富
川
字
上
中
川
二
八
四
番
一
地

先
か
ら

同

郡
同

町
富
川
字
中
川
原
二
〇
六
番
地
先

ま
で 供

用

開

始

の

区

間

田
村
市
船
引
町
芦
沢
字
上
山
田
一
七
二
番
一
地
先
か

ら同

市
船
引
町
芦
沢
字
壁
須
一
三
五
番
地
先
ま
で

供

用

開

始

の

区

間

福
島
市
岡
島
字
戸
切
場
一
番
一
地
先
か
ら

同

市
岡
島
字
戸
切
場
一
番
一
地
先
ま
で

供

用

開

始

の

区

間

平
成
二
〇
年

二
月
二
六
日

供

用

開

始

の

期

日

平
成
二
〇
年

二
月
二
六
日

供

用

開

始

の

期

日

平
成
二
〇
年

二
月
二
六
日

供

用

開

始

の

期

日

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
領
域
道
路
企
画

グ
ル
ー
プ
及
び
福
島
県
い
わ
き
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
二
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
領
域
道
路
企
画
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
百
四
十
三
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
領
域
道
路
企
画
グ
ル
ー
プ
及
び
福
島
県

県
北
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
二
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
領
域
道
路
企
画
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
百
四
十
四
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
領
域
道
路
企
画
グ
ル
ー
プ
及
び
福
島
県

県
中
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
二
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
領
域
道
路
企
画
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
百
四
十
五
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
領
域
道
路
企
画
グ
ル
ー
プ
及
び
福
島
県

会
津
若
松
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
二
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平
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県
道
上
郷
下
野
尻
線

路

線

名

一
般
国
道
四
〇
一
号

路

線

名

県
道
大
内
会
津
高
田

線
路

線

名

耶
麻
郡
西
会
津
町
新
郷
大
字
笹
川
字
高
橋
二
二
二
四

番
地
先
か
ら

同

郡
同

町
新
郷
大
字
笹
川
字
高
橋
二
二
一
五

番
二
地
先
ま
で

同

郡
同

町
新
郷
大
字
笹
川
字
高
橋
二
二
一
二

番
一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
新
郷
大
字
笹
川
字
高
橋
二
一
八
五

番
地
先
ま
で

供

用

開

始

の

区

間

大
沼
郡
会
津
美
里
町
松
坂
字
博
士
沢
丁
六
二
五
番
一

地
先
か
ら

同

郡
同

町
松
坂
字
博
士
沢
丁
六
二
五
番
一

地
先
ま
で

供

用

開

始

の

区

間

大
沼
郡
会
津
美
里
町
富
川
字
上
中
川
二
八
四
番
一
地

先
か
ら

同

郡
同

町
富
川
字
中
川
原
二
〇
六
番
地
先

ま
で 供

用

開

始

の

区

間

平
成
二
〇
年

二
月
二
六
日

供

用

開

始

の

期

日

平
成
二
〇
年

二
月
二
六
日

供

用

開

始

の

期

日

平
成
二
〇
年

二
月
二
六
日

供

用

開

始

の

期

日

県
道
旅
人
勿
来
線

路

線

名

県
道
新
郷
荻
野
停
車

場
線 路

線

名

県
道
上
郷
下
野
尻
線

い
わ
き
市
田
人
町
旅
人
字
松
葉
六
一
番
地
先
か
ら

同

市
田
人
町
旅
人
字
松
葉
四
三
番
地
先
ま
で

供

用

開

始

の

区

間

喜
多
方
市
高
郷
町
揚
津
字
狸
森
九
番
三
地
先
か
ら

同

郡
同

町
揚
津
字
狸
森
五
番
地
先
ま
で

供

用

開

始

の

区

間

耶
麻
郡
西
会
津
町
新
郷
大
字
笹
川
字
高
橋
二
二
二
四

番
地
先
か
ら

同

郡
同

町
新
郷
大
字
笹
川
字
高
橋
二
二
一
五

番
二
地
先
ま
で

同

郡
同

町
新
郷
大
字
笹
川
字
高
橋
二
二
一
二

番
一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
新
郷
大
字
笹
川
字
高
橋
二
一
八
五

番
地
先
ま
で

平
成
二
〇
年

二
月
二
六
日

供

用

開

始

の

期

日

平
成
二
〇
年

二
月
二
六
日

供

用

開

始

の

期

日

平
成
二
〇
年

二
月
二
六
日

(

道
路
領
域
道
路
企
画
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
百
四
十
六
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
領
域
道
路
企
画
グ
ル
ー
プ
及
び
福
島
県

会
津
若
松
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
二
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
領
域
道
路
企
画
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
百
四
十
七
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
領
域
道
路
企
画
グ
ル
ー
プ
及
び
福
島
県

喜
多
方
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
二
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
領
域
道
路
企
画
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
百
四
十
八
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
領
域
道
路
企
画
グ
ル
ー
プ
及
び
福
島
県

喜
多
方
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
二
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
領
域
道
路
企
画
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
百
四
十
九
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
領
域
道
路
企
画
グ
ル
ー
プ
及
び
福
島
県

い
わ
き
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
年
二
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
領
域
道
路
企
画
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
百
五
十
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法(

平
成
七
年
法
律
第
三
十
九
号)

第
三
条
第
一
項
の
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一
般
国
道
一
一
四
号

路

線

名

双
葉
郡
浪
江
町
大
字
権
現
堂
字
蛭
子
町
一
八
番
地
先
か
ら
同
町
大
字

権
現
堂
字
新
町
五
〇
番
地
先
ま
で
の
上
り
線

同

郡
同

町
大
字
権
現
堂
字
本
城
五
三
番
三
地
先
か
ら
同
町
大
字

権
現
堂
字
新
町
四
八
番
一
地
先
ま
で
の
下
り
線

区

間

規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
及
び
そ
の
区
間
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
二
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

道
路
領
域
道
路
企
画
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
百
五
十
一
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
六
条
第
一
項
及
び
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
二
十
年
二
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域

土
砂
災
害
の
発
生

区

域

名

区

域

原
因
と
な
る
自
然

区
域
の
範
囲

現
象
の
種
類

真
名
子

西
白
河
郡
西
郷
村
大
字
羽
太
字
上
ノ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お

林

り

杉
ノ
入
沢

同

郡
同

村
大
字
羽
太
字
杉
ノ

土
石
流

入
沢

上
新
城

白
河
市
大
信
上
新
城
字
屋
敷

急
傾
斜
地
の
崩
壊

仙
久
内

同

市
大
信
隈
戸
字
仙
久
内
屋
敷

急
傾
斜
地
の
崩
壊

十
日
市
１
号

同

市
大
信
隈
戸
字
十
日
市

急
傾
斜
地
の
崩
壊

十
日
市
２
号

同

市
大
信
隈
戸
字
十
日
市

急
傾
斜
地
の
崩
壊

居
平

西
白
河
郡
泉
崎
村
大
字
太
田
川
字
居

急
傾
斜
地
の
崩
壊

平

岩
崎

同

郡
同

村
大
字
太
田
川
字
岩

急
傾
斜
地
の
崩
壊

崎

行
方
地

同

郡
同

村
大
字
北
平
山
字
行

急
傾
斜
地
の
崩
壊

方
地

小
林

同

郡
同

村
大
字
太
田
川
字
小

急
傾
斜
地
の
崩
壊

林

金
山
沢

同

郡
同

村
大
字
太
田
川
字
金

土
石
流

山

手
�

い
わ
き
市
常
磐
町
藤
原
町
手
�

急
傾
斜
地
の
崩
壊

村
山

同

市
常
磐
町
下
船
尾
町
村
山

急
傾
斜
地
の
崩
壊

宮
下

同

市
常
磐
町
下
船
尾
町
宮
下

急
傾
斜
地
の
崩
壊

歌
川

同

市
常
磐
町
下
船
尾
町
歌
川

急
傾
斜
地
の
崩
壊

居
作

同

市
常
磐
町
下
船
尾
町
居
作

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
畑
１
号

同

市
常
磐
町
下
船
尾
町
中
畑

急
傾
斜
地
の
崩
壊

東
作
１
号

同

市
常
磐
町
下
船
尾
町
東
作

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
畑
２
号

同

市
常
磐
町
下
船
尾
町
中
畑

急
傾
斜
地
の
崩
壊

人
工
居
作

同

市
常
磐
町
下
船
尾
町
居
作

急
傾
斜
地
の
崩
壊

二

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

区
域
の
範
囲
及

土
砂
災
害
の
発
生

び
自
然
現
象
に

区

域

名

区

域

原
因
と
な
る
自
然

よ
り
建
築
物
に

現
象
の
種
類

作
用
す
る
と
想
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定
さ
れ
る
衝
撃

真
名
子

西
白
河
郡
西
郷
村
大
字
羽
太
字
上
ノ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お

林

り

杉
ノ
入
沢

同

郡
同

村
大
字
羽
太
字
杉
ノ

土
石
流

入
沢

上
新
城

白
河
市
大
信
上
新
城
字
屋
敷

急
傾
斜
地
の
崩
壊

仙
久
内

同

市
大
信
隈
戸
字
仙
久
内
屋
敷

急
傾
斜
地
の
崩
壊

十
日
市
１
号

同

市
大
信
隈
戸
字
十
日
市

急
傾
斜
地
の
崩
壊

十
日
市
２
号

同

市
大
信
隈
戸
字
十
日
市

急
傾
斜
地
の
崩
壊

岩
崎

同

郡
同

村
大
字
太
田
川
字
岩

急
傾
斜
地
の
崩
壊

崎

行
方
地

同

郡
同

村
大
字
北
平
山
字
行

急
傾
斜
地
の
崩
壊

方
地

小
林

同

郡
同

村
大
字
太
田
川
字
小

急
傾
斜
地
の
崩
壊

林

金
山
沢

同

郡
同

村
大
字
太
田
川
字
金

土
石
流

山

手
�

い
わ
き
市
常
磐
町
藤
原
町
手
�

急
傾
斜
地
の
崩
壊

村
山

同

市
常
磐
町
下
船
尾
町
村
山

急
傾
斜
地
の
崩
壊

宮
下

同

市
常
磐
町
下
船
尾
町
宮
下

急
傾
斜
地
の
崩
壊

歌
川

同

市
常
磐
町
下
船
尾
町
歌
川

急
傾
斜
地
の
崩
壊

居
作

同

市
常
磐
町
下
船
尾
町
居
作

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
畑
１
号

同

市
常
磐
町
下
船
尾
町
中
畑

急
傾
斜
地
の
崩
壊

東
作
１
号

同

市
常
磐
町
下
船
尾
町
東
作

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
畑
２
号

同

市
常
磐
町
下
船
尾
町
中
畑

急
傾
斜
地
の
崩
壊

人
工
居
作

同

市
常
磐
町
下
船
尾
町
居
作

急
傾
斜
地
の
崩
壊

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
土
木
部
河
川
港
湾
領
域
砂
防
グ
ル
ー
プ
及
び
当

該
土
砂
災
害
警
戒
区
域
又
は
当
該
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
所
管
す
る
福
島
県
建
設
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

(

河
川
港
湾
領
域
砂
防
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
百
五
十
二
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例(

昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
年
二
月
八
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
二
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
の
場
所

藤
澤

勝

石
川
郡
石
川
町
字
高

平
成
二
〇
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

住
所
地
に
同
じ

田
一
五
〇
番
地
の
二

二
五
年
三
月
三
一
日
ま
で

斎
藤

次
男

郡
山
市
亀
田
一
丁
目

同

同

四
五
番
二
四
号

(

出
納
局
公
金
管
理
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
百
五
十
三
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例(

昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
年
二
月
十
三
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
二
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
の
場
所

有
限
会
社
テ
ィ

郡
山
市
大
槻
町
字
室

平
成
二
〇
年
二
月
二
〇
日
か
ら
平

住
所
地
に
同
じ

ー
エ
ス
商
店

の
木
北
三
九
番
地
の

成
二
四
年
九
月
三
〇
日
ま
で

一
八

(

出
納
局
公
金
管
理
グ
ル
ー
プ)

福
島
県
告
示
第
百
五
十
四
号

福
島
県
収
入
証
紙
条
例(

昭
和
三
十
九
年
福
島
県
条
例
第
九
十
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
島
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
と
し
て
平
成
二
十
年
二
月
十
八
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
年
二
月
二
十
六
日
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公

告

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

氏
名
又
は
名
称

住
所

指
定
の
有
効
期
間

売
り
さ
ば
き
の
場
所

福
島
県
木
材
協

福
島
市
中
町
五
番
一

平
成
二
〇
年
四
月
一
日
か
ら
平
成

住
所
地
に
同
じ

同
組
合
連
合
会

八
号

二
五
年
三
月
三
一
日
ま
で

本
宮
地
区
交
通

本
宮
市
本
宮
字
万
世

同

同

安
全
協
会

会

一
七
二
番
地
一

長

大
浪

清

次
郎

(

出
納
局
公
金
管
理
グ
ル
ー
プ)

公
告
第
九
十
五
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
二
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
二
月
十
二
日

二

名
称

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
地
域
お
こ
し
夢
ク
ラ
ブ

三

代
表
者
の
氏
名

坂
本

忠
雄

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
西
白
河
郡
矢
吹
町
小
松
二
百
七
十
九
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
福
島
県
県
南
地
方
の
芸
術
文
化
の
振
興
・
青
少
年
の
健
全
育
成
・
住
民
福
祉
の
向

上
、
伝
統
文
化
の
継
承
を
図
る
、
各
種
市
民
活
動
の
支
援
、
健
康
、
福
祉
、
教
育
環
境
の
整
備
の
た

め
の
、
調
査
・
研
究
・
情
報
収
集
及
び
、
各
種
団
体
・
行
政
と
連
携
し
、
良
質
な
住
民
生
活
が
享
受

で
き
る
、
地
域
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(

文
化
領
域
県
民
文
化
グ
ル
ー
プ)

公
告
第
九
十
六
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
二
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
年
二
月
四
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
白
坂
こ
ろ
ん
ぶ
す

三

代
表
者
の
氏
名

山
本

光
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
白
河
市
新
白
河
三
丁
目
十
七
番
二
百
一
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
福
島
県
県
南
地
域
を
元
気
に
す
る
た
め
、
子
供
か
ら
高
齢
者
ま
で
が
山
羊
と
羊
に

よ
る
ふ
れ
あ
い
を
楽
し
む
環
境
を
整
備
し
、
農
作
業
体
験
や
里
山
の
整
備
を
通
じ
て
都
会
の
人
々
と

の
交
流
を
行
い
、
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
情
報
技
術
の
恩
恵
を
享
受
で
き
る
地
域
環
境
を
創
出
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
ま
す
。
こ
の
た
め
必
要
な
多
方
面
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
社
会
貢
献
で
き
る
人
材
を
創
出

し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
情
報
技
術
に
関
す
る
支
援
を
行
い
、
お
互
い
が
仲
良
く
助
け
合
い
な
が

ら
暮
ら
せ
る
よ
う
に
、
地
域
の
活
性
化
を
図
り
ま
す
。

(

文
化
領
域
県
民
文
化
グ
ル
ー
プ)

公
告
第
九
十
七
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出

が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
年
二
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

事
業
所

変
更
前
の
事

変
更
後
の
事

事
業
者

事
業
者
の
主

サ
ー
ビ
ス

サ
ー
ビ
ス
の

の
名
称

業
所
の
所
在

業
所
の
所
在

の
名
称

た
る
事
務
所

の
種
類

主
た
る
対
象

地

地

の
所
在
地

者

い
わ
き

い
わ
き
市
内

い
わ
き
市
内

い
わ
き

い
わ
き
市
平

居
宅
介
護

精
神
障
害
者

市
内
郷

郷
高
坂
町
砂

郷
高
坂
町
四

市

字
梅
本
二
一

指
定
居

子
田
一
│
一

方
木
田
一
九

宅
介
護

一

事
業
所

(

自
立
支
援
領
域
障
が
い
者
支
援
グ
ル
ー
プ)

公
告
第
九
十
八
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
自
立
支
援
医
療
機
関
は
、
当
該
指
定
を
辞
退
し
た
。

平
成
二
十
年
二
月
二
十
六
日
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福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名

称

所

在

地

辞
退
年
月
日

自
立
支
援
医
療

辞
退
し
た
診

の
種
類

療
科
名

宝
山
堂
薬
局
本

会
津
若
松
市
本
町
一

平
成
二
〇
年
一
月

育
成
医
療

調
剤

町
店

〇
│
一
二

三
一
日

更
生
医
療

(

自
立
支
援
領
域
障
が
い
者
支
援
グ
ル
ー
プ)
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